
消毒実施の流れ

①東京都が消毒範囲を指定

②早急に消毒に着手

共用部分は東京都が消毒
（通路・EV・トイレ等）

使用指定部分は事業者が消毒
（店舗・事務所）

③東京都が最終確認し、消毒完了

施設名 消毒主体 監視・誘導 確認

卸売場・共用部分 都 都

都

卸売場・使用指定 卸売業者 卸売業者

仲卸業者店舗 仲卸業者 都

関連事業者店舗 関連事業者 都

卸売業者事務所 卸売業者 卸売業者

仲卸業者事務所 仲卸業者 都

共用部分 都 都

※各業会ごとに患者発生を想定し準備すること
消毒液（エタノール・ハイター・次亜塩素酸水等）

資材（手袋・雑巾・バケツ等）
人員体制・連絡網



《消毒区画》※感染者の行動エリア

使用指定エリア：事務所、更衣室、会議室、店舗等

共用エリア：トイレ、喫煙室、通路、階段等

《消毒（清拭）箇所》

ドアノブ、取っ手、手すり、電気スイッチ、電話機、
キーボード、ロッカー、机、椅子、台車、ターレのハ
ンドル、社有車内の接触箇所、タッチパネル、作業し
た器具、エレベーター、自動販売機、トイレ（便座や
便器周辺等）等

【準備】ゴム手袋、マスク、長靴、防護服、ゴーグル
※ゴム手袋、マスク（なければタオル、ハンカチで代用）は必須。

消毒区画と消毒箇所

ゴミは密閉して捨てる

消毒剤の噴霧は行わない

消毒の方法・注意点

【２人１組で作業し、1人が消毒・1人が記録】

※事前に体調チェック・体温を測定し記録する

❶タオルなどに消毒液しみ込ませ、一方向に拭く

チェックリストにチェックしていく

❷金属部分に使用した場合は１０分後に水拭き

❸使用済みのタオルは再利用せず廃棄する

❹終了後には手洗い・消毒、事後の健康チェックも行う


